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山県市告示第３９号

山県市保育園等副食費助成事業実施要綱を次のように定める。

令和２年３月１９日

山県市長 林 宏 優

山県市保育園等副食費助成事業実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、保育を必要とする対象児童の副食費を軽減することにより、

保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育てにやさしい環境づくりを推進す

ることを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

（１） 保育園等 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条に規定す

る業務を目的とする施設であって、同法第３５条第３項の規定による届出をし

、又は同条第４項の認可を得ている保育園、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第

６項に規定する認定こども園及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業所をいう。

（２） 対象児童 次のいずれにも該当する児童をいう。

ア 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に基づき山県市の住民

基本台帳に記録されている児童で、当該年度の初日に３歳、４歳又は５歳に

達している児童

イ 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）第４条第１項
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第２号に規定する満３歳以上保育認定子ども

（３） 副食費 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども

・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）第１

３条第４項第３号に規定する食事の提供に要する費用のうち、副食の提供に係

るものをいう。

（助成対象者）

第３条 助成対象者は、対象児童の保護者とする。

（助成金の額）

第４条 助成金の額は、保護者が支払った対象児童の副食費の年額と５万４，００

０円のいずれか少ない額とし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、副食費を支払った月が１２箇月

に満たない場合は、４，５００円に支払った月数を乗じて得た額のいずれか少な

い額を上限とする。

（助成金交付の方法）

第５条 助成金の交付は、子育て支援課において市長が別に定める山県まちづくり

振興券の相当額の交付をもって充てるものとする。

（交付申請）

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、山県市

保育園等副食費助成金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市

長に提出しなければならない。

（１） 副食費の額を明らかにする書類及び領収書の写し

（２） 子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第４条

の２に規定する支給認定証の写し

（３） その他市長が必要と認める書類

（申請期間）

第７条 申請期間は、副食費を支払った年度の翌年度４月１日から６月末までとす

る。

（交付決定等）
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第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に係る

書類の審査を行い、内容が適正であると認めるときは、山県市保育園等副食費助

成金交付決定通知書（様式第２号）により、不適当であると認めるときは、山県

市保育園等副食費助成却下通知書（様式第３号）により申請者に通知するものと

する。

（交付決定の取消し又は返還）

第９条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

認める場合は、助成金の交付を取り消し、山県市保育園等副食費助成金返還請求

書（様式第４号）により既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずること

ができる。

（１） この要綱若しくは助成金の交付決定に付した条件又は市長の指示に違反

したとき。

（２） 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の交付に関し不正な行為が

あったとき。

（山県市保育園等副食費助成金交付台帳）

第１０条 市長は、山県市保育園等副食費助成金交付台帳（様式第５号）を備え、

助成金の受給者及びその交付状況を明らかにしておかなければならない。

（補則）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が

別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和２年４月１日から施行し、令和元年度分の助成金から適用す

る。

（令和元年度の助成金の額の算定）

２ 令和元年度分における助成金の額の算定は、令和元年１０月分から令和２年３

月分までの間で副食費を支払った額と４，５００円に支払った月数を乗じて得た
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額のいずれか少ない額とし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てるものとする。


